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明
治
六
年
・

鹿
児
島
県
末
吉
郷
騒
擾
事
件
の
裁
判
史
料

手

塚

豊

明治6年・鹿児島県末吉郷騒擾事件の裁判史料

解

題

　
明
治
六
年
八
月
十
三
日
、
鹿
児
島
県
末
吉
郷
諏
訪
山
に
、
諏
訪
方
村
、

深
川
村
の
農
民
約
三
百
余
名
が
集
結
、
非
職
に
な
っ
た
末
吉
郷
の
戸
長
白

尾
平
左
衛
門
と
戸
長
寄
り
の
宮
竹
宗
英
両
名
の
復
職
を
叫
ん
で
強
訴
せ
ん

も
の
と
騒
い
だ
事
件
が
あ
る
。

　
こ
の
事
件
の
主
謀
と
さ
れ
た
上
田
正
之
、
高
牟
礼
東
太
、
林
蔵
（
姓
不

詳
）
、
源
左
衛
門
（
姓
不
詳
）
、
並
に
騒
ぎ
の
原
因
と
な
っ
た
白
尾
平
左
衛
門

と
宮
竹
宗
英
ら
は
、
兇
徒
聚
衆
の
罪
に
問
わ
れ
た
。
さ
ら
に
集
合
し
た
三

百
余
名
も
そ
の
附
従
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
。

　
こ
の
事
件
は
、
郷
士
と
農
民
と
が
結
合
し
て
の
抵
抗
運
動
で
あ
り
、
強

訴
を
目
標
に
し
て
不
穏
の
集
会
を
催
し
た
と
い
う
意
味
で
一
種
の
百
姓
一

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

揆
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
元
来
、
九
州
地
方
は
全
国
平
均
に
比
較
し
て
、
農
民
騒
擾
は
す
く
な
い
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

鹿
児
島
に
お
い
て
も
、
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
。
芳
即
正
氏
の
研
究
に
よ
る

と
「
薩
藩
に
お
け
る
抵
抗
運
動
」
は
「
愁
訴
嘆
願
、
不
確
か
な
も
の
ま
で

含
め
て
一
九
件
、
薩
摩
国
五
件
、
大
隈
国
一
一
件
（
殆
ん
ど
奄
美
諸
島
）
、

　
　
　
（
3
）

日
向
国
三
件
」
と
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
江
戸
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
廃

藩
置
県
後
の
明
治
時
代
に
限
定
し
て
み
れ
ば
、
土
屋
喬
雄
、
小
野
道
雄

「
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
」
に
は
、
明
治
六
年
の
大
口
に
お
け
る
一
向
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

関
係
の
騒
擾
一
件
を
挙
げ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
青
木
虹
二
「
明
治
農
民

騒
擾
の
年
次
的
研
究
」
で
は
．
前
掲
大
口
の
事
件
と
明
治
八
年
八
月
の
姶

良
郡
帖
佐
村
の
地
租
改
正
反
対
の
事
件
、
さ
ら
に
本
稿
で
私
が
紹
介
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ま
ま
レ

と
す
る
「
明
治
六
年
五
月
頃
」
「
囎
励
郡
末
吉
郷
諏
訪
方
村
」
の
「
土
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

屯
集
し
て
戸
長
へ
強
訴
」
の
三
件
を
挙
げ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
末
吉
郷
の
騒
擾
事
件
は
、
明
治
初
年
の
鹿
児
島
県
に
お
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け
る
珍
し
い
農
民
騒
擾
の
一
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
青
木
氏
の
記
事
の
典
拠
は
、
小
寺
鉄
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

一
揆
史
料
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
次
の
三
文
書
で
あ
る
。

「
宮
崎
県
百
姓

六
年
本
庁
県
内
往
復
留
　
都
城
支
庁

御
県
内
末
吉
土
民
屯
集
巨
魁
逃
亡
シ
、
人
相
書
等
御
懸
合
ノ
趣
致

承
知
、
即
当
管
内
志
布
志
ヨ
リ
真
幸
迄
探
索
、
舟
引
、
宮
崎
方
限

迄
周
辺
、
直
様
通
達
い
た
し
置
候
間
、
自
然
罷
居
候
ハ
．
・
至
急
御

報
知
可
致
、
此
段
及
御
返
答
候
也

　
　
　
明
治
六
年
八
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
城
支
庁
詰
　
　
友
野
権
少
属

鹿
県
末
吉
出
張
聴
訟
課

　
　
　
美
代
出
仕
殿

　
　
　
中
村
出
仕
殿

　
　
追
テ
何
月
幾
日
御
役
逃
亡
、

　
　
居
候
ハ
ぐ
、

衣
類
何
々
、
行
衛
方
角
等
相
分
リ

乍
御
手
数
至
急
御
志
ら
セ
可
給
候
也

　
　
　
ハ
ま
ま
ロ

別
紙
鹿
児
県
出
張
聴
訟
課
ヨ
リ
掛
合
相
成
、

付
置
候
条
、
此
旨
及
御
掛
合
候
也
。

　
明
治
六
年
八
月
廿
日

本
庁
聴
訟
課
　
受
附
掛
御
中

（
別
紙
）

当
管
内
ロ
ハ
探
索
申

都
城
支
庁

　　　一　一一

年
五
十
二

勢
中
比
　
肥
肉

小
髪

末
吉
郷
　
諏
訪
方
村
内
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
勘

丸
面
　
色
赤
き
方

同
郷
同
村
末
永
門

太
　
郎

源
左
衛
門

　
　
年
二
十
六

　
　
勢
中
比
　
中
肉
　
長
面
　
い
も
ロ
リ

　
　
大
髪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
児
島
県
末
吉
出
張
聴
訟
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
三
等
出
仕
　
美
代
助
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
等
出
仕
　
中
村
　
恕
平

　
五
月
十
九
目

宮
崎
県
　
都
城
支
庁
　
御
中

一一一右
両
名
事
、
村
在
所
土
民
共
大
勢
駆
催
シ
辺
鄙
ノ
場
所
工
屯
集
し

て
、
戸
長
工
強
訴
等
敷
儀
を
取
企
候
巨
魁
ノ
者
共
ニ
テ
、
戸
長
よ

り
取
押
候
折
、
其
場
ヨ
リ
逃
亡
行
方
不
知
、
就
而
ハ
御
管
下
工
致

流
浪
居
候
義
□
□
候
付
、
御
探
索
が
た
の
上
、
自
然
於
罷
居
ハ
捕

縛
至
急
御
報
知
有
之
度
、
此
段
及
御
依
頼
候
也

　
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
末
吉
に
出
張
し
た
鹿
児
島
県
聴
訟
課
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

係
員
（
お
そ
ら
く
警
察
事
務
の
担
当
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
か
ら
、
逃
亡
し
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た
「
巨
魁
」
二
名
に
つ
い
て
、
近
隣
の
宮
崎
県
都
城
支
庁
に
指
名
手
配
を

な
し
て
捕
縛
を
依
頼
し
た
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
都
城
支
庁
宛
別
紙

手
配
書
の
日
附
が
「
五
月
十
九
日
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
青
木
氏
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

事
件
の
時
期
を
「
明
治
六
年
五
月
頃
」
と
推
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
目
附
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
指
名
手
配
の
一
件
は
、
私

が
本
稿
で
紹
介
せ
ん
と
す
る
上
田
正
之
ら
の
事
件
と
は
、
全
く
無
関
係
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
．
な
ぜ
な
ら
ば
、
上
田
ら
の
事
件
は
八
月
十
三
日
の

出
来
事
だ
か
ら
で
あ
る
．

　
前
掲
の
都
城
支
庁
か
ら
本
庁
聴
訟
課
（
宮
崎
県
）
宛
の
文
書
並
に
友
野
権

少
属
か
ら
末
吉
出
張
鹿
児
島
県
の
美
代
、
中
村
両
出
仕
宛
の
文
書
の
日
附

が
全
て
「
八
月
二
十
日
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
前
述
の
「
五
月
十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

日
」
と
い
う
目
附
は
、
「
八
月
十
九
目
」
の
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
（
小
寺
氏
が
覆

刻
の
際
の
誤
り
）
で
あ
る
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
明
ら
か
に
前
掲
の
上
田
ら
の
事
件
に
関
係
す
る

も
の
と
い
え
る
。
指
名
手
配
を
う
け
た
源
左
衛
門
は
、
こ
の
事
件
の
主
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
関
係
者
の
一
人
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
人
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
後
掲
の
裁
判
記
録
に
よ
る
と
、
源
左
衛
門
の
逮
捕
日
は
八
月

十
七
日
で
あ
る
（
本
書
一
三
九
頁
参
照
）
。
そ
れ
な
の
に
八
月
十
九
日
に
指
名

手
配
を
さ
れ
た
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
か
。
源
左
衛
門
は
そ
の
口
書
に
ょ

る
と
現
場
で
は
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
（
本
書
一
三
九
頁
参
照
）
、
彼
が
八

月
十
七
日
に
他
処
で
捕
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
八
月
十
九
日
に
は
、
末
吉
に

い
る
県
庁
役
人
に
ま
だ
通
報
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の

交
通
、
通
信
事
情
か
ら
み
れ
ば
、
十
分
あ
り
う
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
．

　
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
掲
三
文
書
は
正
に
上
田
正
之
事
件
関
係
の

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
現
在
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
事
件
関

係
史
料
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
書
か
ら
は
、
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
ノ
キ

件
の
全
貌
は
わ
か
ら
ず
、
わ
ず
か
に
「
強
訴
等
敷
」
騒
擾
事
件
の
後
、
巨

魁
の
内
、
勘
太
郎
、
源
左
衛
門
と
い
う
二
名
の
者
が
逃
亡
し
、
指
名
手
配

を
う
け
た
と
い
う
事
実
を
知
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
三
文
書
を
引
用
し
た
「
末
吉
郷
土
史
」
は
、
事
件
の
様
相
を
次
の

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

よ
う
に
推
測
し
て
い
る
。

　
　
　
農
民
の
税
金
は
他
県
で
は
金
銭
で
納
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、

　
　
薩
隅
日
で
は
旧
態
の
ま
ま
米
穀
で
納
税
し
て
い
た
。
そ
れ
で
不
作
の

　
　
年
に
は
農
民
は
高
い
米
を
買
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
丁
度
明
治
六
年
は
ひ
で
り
が
続
い
た
上
に
洪
水
が
出
て
大
凶
作
で
あ

　
　
っ
た
。

　
　
　
そ
こ
で
納
税
に
苦
し
む
農
民
が
区
長
に
請
願
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
末
吉
と
同
じ
情
況
に
あ
っ
た
都
城
の
場
合
は
、
記
録
に
よ
る
と
、

　
　
農
民
た
ち
は
区
長
に
申
出
、
区
長
は
県
庁
と
相
談
し
て
、
米
納
四
分

　
　
金
納
六
分
と
決
定
し
た
が
、
農
民
た
ち
は
不
満
で
、
明
治
七
年
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
十
五
目
の
夜
、
都
城
防
近
か
ら
集
ま
っ
た
者
一
万
人
と
言
わ
れ
る
。

　
　
翌
日
彼
等
は
町
の
中
に
突
入
し
て
来
た
所
を
、
警
備
の
士
が
白
刃
を

　
　
ふ
り
か
ざ
し
て
一
斉
に
お
ど
り
出
て
、
先
頭
の
三
人
を
斬
っ
た
．
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
　
衆
は
お
ど
ろ
い
て
逃
げ
散
っ
た
。
こ
の
事
件
の
首
謀
者
二
十
人
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ま
ま
ロ

　
　
幾
目
か
の
後
、
十
年
、
七
年
、
或
は
五
年
の
徴
役
に
処
せ
ら
れ
た

　
　
（
前
田
厚
氏
に
よ
る
）
。
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末
吉
も
こ
の
都
城
の
事
件
と
同
じ
情
況
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
末
吉

　
　
に
も
百
姓
一
揆
が
起
っ
た
。
小
寺
鉄
之
助
編
著
「
宮
崎
県
百
姓
一
揆

　
　
史
料
」
の
中
に
、
次
項
の
騒
擾
事
件
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毘
）

　
　
　
末
吉
の
事
件
は
都
城
の
事
件
よ
り
早
く
明
治
六
年
八
月
に
起
っ
て

　
　
い
る
．
同
年
の
凶
作
に
よ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
末
吉
の
諏
訪
方

　
　
の
農
民
が
一
揆
を
起
し
、
多
数
が
集
合
し
て
戸
長
に
強
訴
の
様
な
こ

　
　
と
を
企
て
た
こ
と
が
記
録
に
あ
る
が
、
場
所
や
情
況
は
よ
く
わ
か
ら

　
　
な
い
。
首
謀
の
名
は
諏
訪
方
村
の
内
門
の
勘
太
郎
（
年
五
十
二
）
と

　
　
末
永
門
の
源
左
エ
門
（
年
二
十
六
）
で
あ
る
…
…
首
謀
者
は
直
に
逃

　
　
走
し
て
行
方
が
わ
か
ら
ず
、
都
城
な
ど
探
索
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る

　
　
が
、
そ
の
時
の
文
書
が
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　
当
時
の
農
民
騒
擾
事
件
の
多
く
は
、
年
貢
の
問
題
が
主
た
る
原
因
で
あ

っ
た
か
ら
、
「
末
吉
郷
土
史
」
の
編
者
が
、
右
の
よ
う
な
推
測
を
行
っ
た

こ
と
は
、
無
理
も
な
い
が
、
明
治
六
年
八
月
、
末
吉
郷
で
発
生
し
た
農
民

騒
擾
事
件
は
、
後
掲
の
史
料
に
よ
り
明
ら
か
な
ご
と
く
、
直
接
に
は
年
貢

の
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
先
年
、
私
は
旧
司
法
省
保
存
文
書
の
中
に
、
「
鹿
児
島
県
伺
大
隅
国
噌

励
郡
末
吉
郷
五
十
番
地
所
居
住
士
族
六
郎
長
男
上
田
正
之
外
五
名
強
訴
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

教
唆
シ
衆
ヲ
聚
メ
騒
擾
セ
シ
メ
タ
ル
件
」
と
題
す
る
文
書
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
知
っ
た
。
正
に
明
治
六
年
八
月
の
末
吉
郷
農
民
騒
擾
の
裁
判
関

係
文
書
で
あ
り
、
本
稿
で
紹
介
す
る
の
は
、
こ
の
史
料
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
裁
判
関
係
文
書
に
よ
り
、
始
め
て
事
件
の
全
貌
す
な
わ
ち
強

訴
を
企
図
し
た
理
由
、
逮
捕
さ
れ
た
主
謀
者
上
田
正
之
ら
五
名
の
氏
名
と
、

そ
の
果
し
た
役
割
、
そ
し
て
ま
た
主
謀
者
に
対
す
る
処
罰
の
内
容
（
正
確

な
年
月
日
は
わ
か
ら
な
い
が
、
鹿
児
島
県
は
司
法
省
指
令
通
り
の
判
決
を
行
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
）
、
附
和
随
行
者
三
百
余
名
に
対
す
る
処
置
な
ど
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
末
吉
の
郷
土
史
家
牧
之
瀬
逸
男
氏
か
ら
の
御
示
教
に
よ
る
と
、
現
在
、

上
田
ら
五
名
の
人
々
に
つ
い
て
、
現
地
で
は
ほ
と
ん
ど
み
る
べ
き
伝
承
は

残
っ
て
い
な
い
由
、
僅
か
に
上
田
正
之
の
父
上
田
六
郎
の
墓
碑
（
明
治
＋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

八
年
六
月
二
＋
八
日
逝
去
）
が
現
存
す
る
の
み
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
前

掲
「
末
吉
郷
土
史
」
に
よ
る
も
、
高
牟
田
東
太
が
戊
辰
の
役
の
従
軍
者
で

　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

あ
っ
た
こ
と
、
宮
竹
宗
英
が
漢
法
医
で
あ
っ
た
こ
と
、
白
尾
平
左
衛
門
が

明
治
二
年
編
成
の
常
備
隊
の
半
隊
長
で
あ
り
、
西
南
の
役
に
も
従
軍
し
た

（
か
）

こ
と
を
知
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
末
吉
郷
農
民
騒
擾
事
件
関
係
者
の
経
歴
調
査
は
、
現
地
郷
土
史
家
に
課

せ
ら
れ
た
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
以
下
、
各
文
書
の
内
容
を
解
説
し
て
お
く
。

　
　
　

　
　
一
　
鹿
児
島
県
か
ら
司
法
省
へ
の
量
刑
伺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
そ
の
頃
、
鹿
児
島
に
は
裁
判
所
の
設
置
は
な
く
、
民
刑
事
の
裁
判
は
す

べ
て
県
庁
聴
訟
課
の
所
管
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
た
め
、
重
要
犯
罪
の
通
例

に
従
い
、
県
で
は
上
田
以
下
被
告
の
量
刑
を
定
め
、
大
山
県
令
よ
り
そ
の

一
件
を
司
法
省
へ
伺
い
出
た
の
で
あ
る
。
県
の
見
解
で
は
、
被
告
ら
の
行

為
す
な
わ
ち
「
土
民
へ
強
訴
ヲ
教
唆
シ
衆
ヲ
聚
メ
戸
長
へ
逼
り
郷
村
ヲ
騒

擾
致
サ
シ
メ
タ
ル
』
の
は
、
改
定
律
例
第
一
五
三
条
「
凡
衆
ヲ
聚
メ
訟
ヲ
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構
へ
官
二
強
逼
ス
ト
錐
モ
良
民
ヲ
擾
害
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
者
首
ハ
懲
役
十

年
従
ハ
一
等
ヲ
減
ス
従
ニ
シ
テ
情
軽
キ
者
ハ
ニ
等
ヲ
減
ス
」
に
該
当
す
る

と
し
、
上
田
は
「
首
」
で
懲
役
十
年
、
高
牟
礼
、
白
尾
、
林
蔵
、
源
左
衛

門
は
「
従
」
の
一
等
減
で
懲
役
七
年
、
宮
武
は
「
従
」
の
情
軽
き
も
の
で

二
等
減
の
懲
役
五
年
（
改
定
律
例
第
一
条
に
ょ
り
懲
役
＋
年
2
等
減
は
懲
役

七
年
、
二
等
減
は
懲
役
五
年
で
あ
る
）
、
上
田
、
高
牟
礼
、
白
尾
、
宮
武
は
士

族
で
あ
る
た
め
、
改
定
律
例
第
一
三
条
の
規
定
に
従
い
「
懲
役
」
を
「
禁

鋼
」
に
し
て
い
る
。
禁
鋼
は
華
士
族
に
対
す
る
閏
刑
で
「
一
室
内
二
鎖
鋼
」

「
門
扉
ヲ
鎖
サ
ス
」
「
家
属
ハ
出
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス
」
（
改
定
律
例
第
二
〇

条
）
自
宅
拘
禁
刑
で
あ
っ
た
。

　
附
和
随
行
の
三
百
余
名
に
対
し
て
は
、
改
定
律
例
第
六
条
「
凡
所
犯
極

テ
軽
ク
罪
懲
役
十
日
二
及
ハ
サ
ル
者
ハ
止
タ
呵
責
シ
テ
放
免
ス
」
を
適
用

す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。

　
　
　

　
　
二
　
鹿
児
島
県
伺
に
対
す
る
司
法
省
指
令

　
　
（

　
鹿
児
島
県
伺
の
場
合
と
、
適
用
条
文
は
同
じ
で
あ
る
が
、
量
刑
の
刑
期

は
司
法
省
指
令
の
方
が
若
干
づ
つ
軽
い
。
す
な
わ
ち
上
田
に
対
し
て
は

「
首
」
で
は
あ
る
が
そ
の
情
「
軽
キ
ヲ
以
テ
」
一
等
ヲ
減
ジ
て
懲
役
七
年
、

高
牟
礼
は
「
従
」
で
「
情
軽
キ
」
と
し
て
二
等
減
の
懲
役
五
年
、
白
尾
、

宮
武
は
「
酌
量
」
減
刑
し
て
懲
役
三
年
、
林
蔵
、
源
左
衛
門
も
同
じ
く

「
酌
量
」
減
刑
で
懲
役
三
年
と
し
た
。
高
牟
礼
の
場
合
は
改
定
律
例
第
一

五
三
条
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
適
用
し
て
い
る
が
、
上
田
、
白
尾
、
宮
武
、
林

蔵
、
源
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、
同
条
に
明
文
の
な
い
酌
量
減
刑
が
行
わ
れ

て
い
る
（
改
定
律
例
に
は
一
般
的
な
酌
量
減
刑
の
規
定
も
な
い
）
。
当
時
は
ま
だ

罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
う
し
た
措
置
も

違
法
で
は
な
か
っ
た
。

　
ま
た
、
上
田
ら
四
名
の
士
族
に
つ
い
て
は
、
そ
の
族
籍
を
剥
奪
す
る

「
除
族
」
の
附
加
刑
が
（
改
定
律
例
第
一
四
条
）
課
さ
れ
た
か
ら
士
族
の
閏
刑

で
あ
る
禁
銅
が
採
用
さ
れ
ず
．
す
べ
て
懲
役
と
な
っ
て
い
る
。
前
に
述
べ

た
ご
と
く
禁
鋼
は
自
宅
拘
禁
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
懲
役
は
獄
舎
に
収
容

さ
れ
る
自
由
刑
で
あ
る
．
と
す
る
と
、
刑
期
は
短
縮
さ
れ
て
も
、
禁
鋼
に

比
較
し
て
懲
役
は
、
本
人
に
対
し
て
は
は
る
か
に
大
き
な
負
担
と
な
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
附
和
随
行
の
者
三
百
余
名
に
つ
い
て
は
、
改
定
律
例
第
一
五
二

条
を
適
用
す
べ
し
と
し
て
い
る
．
そ
れ
は
「
凡
附
和
随
行
シ
テ
…
…
其
止

タ
場
二
在
テ
勢
ヲ
助
ク
ル
者
ハ
…
…
違
令
二
問
ヒ
軽
重
ヲ
分
チ
蹟
罪
ス
ル

コ
ト
ヲ
聴
ス
」
と
い
う
規
定
で
、
こ
れ
に
よ
り
第
二
八
七
条
「
凡
制
二
違

フ
者
ハ
懲
役
百
日
軽
キ
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
」
、
第
二
八
八
条
「
凡
式
二
違

フ
者
ハ
懲
役
二
十
日
軽
キ
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
」
が
適
用
さ
れ
、
十
日
以
上

百
日
ま
で
の
刑
が
課
さ
れ
、
「
改
正
蹟
罪
収
蹟
例
図
」
に
照
し
て
瞭
が
許

さ
れ
た
．
も
っ
と
も
軽
い
懲
役
十
日
の
場
合
も
願
罪
金
は
七
十
五
銭
で
あ

る
か
ら
（
前
掲
例
図
）
、
相
当
の
負
担
で
あ
る
。
鹿
児
島
県
伺
の
「
呵
責
」

よ
り
も
は
る
か
に
重
い
刑
が
指
示
さ
れ
た
と
み
て
い
い
。
し
か
し
、
鹿
児

島
県
が
こ
の
指
示
を
う
け
て
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
措
置
を
多
数
の
附
和

随
行
者
に
対
し
て
行
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
こ
の
文
書
に
み
ら
れ
る
捺
印
は
、
こ
の
指
令
に
関
与
し
た
司
法
省
官
員

133



法学研究62巻4号（’89：4）

の
そ
れ
で
あ
り
、
「
長
岡
」
は
権
少
判
事
長
岡
重
弘
、
「
徳
山
」
は
権
大
属

徳
山
純
、
「
青
木
」
は
中
判
事
青
木
信
寅
、
「
康
毅
」
は
権
少
判
事
松
岡
康

毅
、
「
水
本
」
は
明
法
寮
大
法
官
水
本
成
美
で
あ
る
。
司
法
省
の
判
事
連

が
、
擬
律
に
つ
い
て
水
本
大
法
官
の
意
見
を
徴
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。

　三（

鹿
児
島
県
聴
訟
課
の
法
廷
調
書

　
こ
の
文
書
に
よ
り
、
担
当
裁
判
官
が
県
の
権
中
属
中
村
兼
志
、
十
五
等

出
仕
伊
勢
汀
で
あ
っ
た
こ
と
、
各
被
告
の
逮
捕
目
に
多
少
の
異
同
が
あ
っ

た
こ
と
、
口
書
の
日
附
「
十
二
月
五
目
」
が
お
そ
ら
く
裁
判
の
結
審
日
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
判
明
し
、
さ
ら
に
ま
た
各
被
告
の
口
書
に
よ
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
の
被
告
の
果
し
た
役
割
が
明
ら
か
に
わ
か
る
。

　
（
1
）
　
不
穏
な
集
会
程
度
で
解
散
し
、
直
接
行
動
に
出
て
い
な
い
も
の
も
、
農
民

　
　
騒
擾
の
一
形
態
で
あ
る
（
宮
崎
克
則
「
九
州
に
お
け
る
百
姓
一
揆
の
展
開
と
特

　
　
質
」
・
藤
野
保
編
「
九
州
と
一
揆
」
・
昭
和
六
十
年
・
六
八
五
頁
）
。

　
（
2
）
　
秀
村
選
三
教
授
は
、
薩
摩
藩
を
「
西
南
辺
境
型
領
国
」
と
規
定
し
、
藩
権

　
　
力
の
強
大
、
地
方
知
行
の
存
続
、
郷
士
制
度
の
存
在
な
ど
か
ら
、
「
こ
の
型
の

　
　
領
国
を
通
観
し
て
百
姓
一
揆
の
発
生
件
数
が
全
国
的
に
見
て
最
も
少
い
こ
と
も
、

　
　
領
主
層
に
よ
る
農
民
支
配
の
徹
底
、
農
民
の
自
立
度
の
微
弱
を
如
実
に
物
語
る

　
　
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
秀
村
選
三
編
「
薩
摩
藩
の
基
礎
構

　
　
造
」
・
昭
和
四
十
五
年
・
一
二
頁
1
一
四
頁
）
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
「
地
方
知
行

　
　
や
在
郷
武
士
の
存
在
は
、
そ
の
圧
力
や
救
憧
に
よ
っ
て
農
民
闘
争
を
極
度
に
押

　
　
さ
え
つ
け
た
の
で
は
な
く
、
農
民
層
の
広
範
囲
な
闘
争
組
織
形
成
に
対
し
阻
止

　
　
的
に
働
く
の
で
あ
っ
て
、
武
士
層
と
農
民
層
の
利
害
が
｝
致
し
た
場
合
は
、
郡

　
　
や
藩
領
的
規
模
の
闘
争
が
展
開
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
藩
権
力
の
強
大
性
、

地
方
知
行
の
存
在
、
郷
士
制
度
な
い
し
在
郷
武
士
の
存
在
か
ら
、
一
揆
不
発
性

　
を
論
ず
る
こ
と
は
一
面
合
理
的
で
あ
る
か
に
思
え
る
が
、
必
ず
し
も
説
得
性
を

持
つ
も
の
で
は
な
い
」
（
宮
崎
・
前
掲
「
九
州
に
於
け
る
百
姓
一
揆
の
展
開
と

特
質
」
・
前
掲
「
九
州
と
一
揆
」
⊥
ハ
七
八
頁
）
と
い
う
見
解
も
拾
頭
し
て
い
る
。

九
州
地
方
に
お
け
る
百
姓
一
揆
の
少
な
い
こ
と
の
原
因
究
明
は
、
こ
れ
か
ら
の

課
題
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
　
芳
即
正
「
薩
摩
藩
郷
士
農
民
の
抵
抗
運
動
」
・
前
掲
「
九
州
と
一
揆
」
・
六

　
一
九
頁
。

（
4
）
　
土
屋
喬
雄
、
小
野
道
雄
「
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
」
・
昭
和
六
年
・
六
二

　
五
頁
。

（
5
）
青
木
虹
二
「
明
治
農
民
騒
擾
の
年
次
的
研
究
」
・
昭
和
四
十
二
年
・
年
表
・

　
四
二
頁
、
四
六
頁
。
同
氏
が
昭
和
四
十
六
年
に
出
版
さ
れ
た
「
百
姓
一
揆
総
合

年
表
」
に
お
い
て
も
、
前
掲
書
と
同
様
の
三
件
が
収
録
さ
れ
て
お
り
（
三
五
三

頁
、
三
五
五
頁
、
三
五
八
頁
）
、
格
別
に
追
加
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。

（
6
）
小
寺
鉄
之
助
「
宮
崎
県
百
姓
一
揆
史
料
」
・
昭
和
三
十
一
年
・
二
〇
三
頁
ー

　
二
〇
四
頁
。

（
7
）
　
明
治
六
年
当
時
、
鹿
児
島
県
で
は
、
警
察
事
務
も
裁
判
事
務
も
、
す
べ
て

聴
訟
課
の
職
務
で
あ
っ
た
（
「
鹿
児
島
県
警
察
史
」
第
一
巻
・
昭
和
四
十
七
年
・

○
○
頁
）
。

（
8
）
青
木
・
前
掲
「
明
治
農
民
騒
擾
の
年
次
的
研
究
」
・
年
表
・
四
二
頁
、
前

掲
「
百
姓
一
揆
総
合
年
表
」
・
三
五
三
頁
。

（
9
）
　
上
田
正
之
ら
関
係
者
の
口
書
の
中
に
、
勘
太
郎
の
名
は
、
全
く
み
え
て
い

な
い
。
彼
等
は
、
未
逮
捕
者
の
名
を
述
べ
る
こ
と
を
、
意
識
的
に
避
け
た
の
か

　も

知
れ
な
い
。

（
1
0
）
　
高
木
秀
吉
「
末
吉
郷
土
史
」
・
昭
和
三
十
二
年
・
二
八
七
頁
。
昭
和
六
十

　
二
年
版
で
は
三
〇
四
頁
－
三
〇
五
頁
。

（
1
1
V
　
明
治
七
年
一
月
の
都
城
十
三
ケ
村
一
揆
に
つ
い
て
は
、
土
屋
、
小
野
・
前
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掲
「
明
治
初
期
農
民
騒
擾
録
」
・
六
二
三
頁
－
六
二
四
頁
、
小
寺
・
前
掲
「
宮

崎
県
百
姓
一
揆
史
料
」
・
一
四
六
頁
ー
一
六
〇
頁
等
参
照
。

（
12
）
　
「
末
吉
郷
土
史
」
の
著
者
高
木
氏
は
、
事
件
を
「
明
治
六
年
八
月
」
の
こ

と
と
推
定
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
本
文
で
私
が
述
べ
た
ご
と
く
手
配
書
の

　
　
　
　
の

　日

附
が
「
五
月
十
九
日
」
と
な
っ
て
い
る
点
に
、
な
ぜ
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
の

　
か
、
私
は
理
解
に
苦
し
む
。

（
13
）
法
務
図
書
館
蔵
「
諸
県
口
書
」
・
明
治
七
年
・
賊
盗
・
三
二
一
号
。

（
1
4
）
　
昭
和
六
十
年
、
牧
之
瀬
逸
男
氏
か
ら
手
塚
宛
の
私
信
に
よ
る
。
そ
の
学
恩

　
を
謝
す
。

（
15
）
　
高
木
・
前
掲
「
末
吉
郷
土
史
」
・
昭
和
三
十
二
年
版
・
三
七
五
頁
。

（
16
）
　
前
掲
書
・
六
二
一
頁
。

（
1
7
）
　
前
掲
書
・
二
八
○
頁
、
三
八
九
頁
。

（
18
）
鹿
児
島
に
司
法
省
の
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
の
は
．
明
治
八
年
十
二
月
十

　
三
日
で
あ
っ
た
（
「
司
法
沿
革
誌
」
・
昭
和
十
四
年
・
三
一
頁
）
。

　
　
　
前
註
　
各
文
書
の
標
題
は
、
手
塚
が
附
し
た
も
の
で
、
原
文
書
に
は
題

　
　
　
　
　
目
は
な
い
。

　
ラ

　
一
　
鹿
児
島
県
よ
リ
司
法
省
へ
の
量
刑
伺

　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
児
島
県
貫
属
士
族
大
隅
国
噌
勝
郡
末
吉
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
第
六
十
六
大
区
小
四
区
五
十
番
地
所
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
六
郎
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
　
正
之

右
別
紙
罪
案
通
土
民
へ
強
訴
ヲ
教
唆
シ
衆
ヲ
聚
メ
戸
長
へ
逼
リ
郷
村
ヲ

騒
擾
致
サ
シ
メ
タ
ル
首
賊
盗
律
兇
徒
聚
衆
条
二
照
シ
懲
役
十
年
閏
刑
禁

鋼
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
四
十
七
番
地
所
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
牟
礼
平
蔵
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
牟
礼
　
東
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
小
一
区
四
十
二
番
地
所
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
尾
平
左
衛
門

右
同
断
従
同
律
二
照
シ
一
等
ヲ
減
シ
懲
役
七
年
閏
刑
禁
鋼
七
年
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
小
四
区
七
十
八
番
地
所
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
武
　
宗
英

右
同
断
従
ニ
シ
テ
情
軽
キ
者
同
律
二
照
シ
ニ
等
ヲ
減
シ
懲
役
五
年
閏
刑

禁
鋼
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
小
五
区
深
川
村
農
二
百
六
十
一
番
地
所
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
林
　
　
　
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
小
四
区
諏
訪
方
村
農
二
百
七
番
地
所
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵
右
衛
門
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
左
衛
門

右
同
断
衆
ヲ
聚
メ
訟
ヲ
構
へ
戸
長
へ
逼
リ
郷
村
ヲ
騒
擾
致
タ
ル
従
同
律

二
照
シ
一
等
ヲ
減
シ
懲
役
七
年
宛

一
　
余
徒
三
百
余
名
ハ
畏
怖
随
行
ノ
者
共
故
呵
責

135



法学研究62巻4号（’89：4）

右
通
各
処
刑
的
当
可
致
哉
此
段
奉
窺
候
也

　
明
治
六
年
十
二
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
児
島
県
権
令

　
　
司
法
卿
大
木
喬
任
殿

大
山
　
綱
良
圃

　
ラ

　
ニ
　
鹿
児
島
県
伺
に
対
す
る
司
法
省
指
令

　
（畏

三
月
＋
言
付
團
二
徳
凹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欄
外
に
書
き
入
れ
1
手
塚
註
）

改
定
律
例
百
五
十
三
条

　
衆
ヲ
聚
メ
訴
ヲ
構
へ
官
二
強
迫
ス
ト
難
良
民
ヲ
擾
害
ス
ル
ニ
至
ラ
サ

　
ル
ノ
首
二
准
シ
テ
論
シ
其
事
軽
キ
ヲ
以
テ
量
テ
一
等
ヲ
減
シ

　
　
　
除
族
ノ
上
懲
役
七
年
　
　
　
　
　
　
　
上
田
　
正
之

　
同
条
ノ
従
ニ
シ
テ
情
軽
キ
者
二
擬
シ

　
　
　
除
族
ノ
上
懲
役
五
年
　
　
　
　
　
　
　
高
牟
礼
東
太

己
レ
ノ
職
ヲ
差
止
ラ
ル
・
ヲ
不
平
二
発
ス
ル
ノ
際
上
田
正
之
等
為
メ

ニ
強
訴
ノ
企
ア
ル
ニ
同
意
シ
勢
ヲ
借
リ
職
ヲ
復
セ
ン
ト
謀
ル
高
牟
礼

東
太
ト
同
ク
擬
シ
其
情
梢
々
軽
キ
ニ
依
リ
酌
量
シ
テ
本
罪
二
一
等
ヲ

減
シ

　
　
除
族
ノ
上
懲
役
三
年
ツ
・
　
　
　
　
　
　
白
尾
平
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
竹
　
宗
英

　
兇
徒
聚
衆
ノ
従
ト
錐
モ
事
皆
上
田
正
之
等
ノ
指
使
二
出
テ
尋
常
従
ニ

　
シ
テ
情
軽
キ
者
二
擬
ス
ヘ
カ
ラ
ス
故
二
其
状
情
ヲ
酌
量
シ
テ
尚
ホ
一

　
等
ヲ
減
シ

　
　
　
懲
役
三
年
ツ
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
林
　
　
　
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
左
エ
門

県
庁
ヘ
ノ
指
令

　
余
徒
三
百
余
名
ハ
改
定
律
例
第
百
五
十
二
条
二
照
ラ
シ
処
分
ス
ヘ
シ

｝
陳
二
長
岡
二
康
國

　
（
別
紙
附
箋
－
手
塚
註
）

徒
党
罪
人
ヲ
断
ス
ル
ニ
律
例
ヲ
捨
テ
戊
辰
三
月
ノ
掲
示
二
依
リ
違

制
二
処
セ
ハ
五
倫
ノ
道
ヲ
乱
リ
及
ヒ
家
ヲ
焼
等
モ
亦
各
律
ヲ
捨
テ

同
年
同
月
ノ
掲
示
二
依
テ
違
制
二
処
セ
ン
欺
且
其
掲
示
二
右
類
ヲ

申
出
ル
者
ハ
褒
賞
ヲ
与
フ
ト
ア
レ
ハ
是
レ
反
逆
ヲ
告
ル
者
ヲ
処
分

ス
ル
示
シ
ニ
テ
其
犯
人
ヲ
断
ス
ル
ハ
兇
徒
律
二
依
ラ
サ
ル
ヲ
得
ズ

ト
存
候
間
本
案
二
押
印
致
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
水
本
一
　
　
後
茎

（
同
前
－
手
塚
註
）

戊
辰
掲
示
云
々

　違
　制

　擬
主ス
目へ木

1シ

　ト
　ノ
　恕
　論
　ア
　リ
　乞
後高
藁議
ε
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鹿
児
島
県
聴
訟
課
調

　
権
中
属
中
村
兼
志

掛　
＋
五
等
出
仕
伊
勢
汀

兇
徒

聚
衆

捕
縛
明
治
六
年
癸
酉
八
月
＋
七
日

鹿
児
島
県
貫
属
士
族
大
隈

国
噌
嚇
郡
末
吉
郷
第
六
十

六
大
区
小
四
区
五
十
番
地

所
居
住
上
田
六
郎
長
男

　
　
上
田
　
正
之

当
癸
酉
三
十
六
年
六
ケ
月

党
類
六
人

　
自
分
儀
同
郷
戸
長
白
尾
平
左
衛
門
同
寄
り
宮
竹
宗
英
ハ
親
友
ニ
テ
子
細

ハ
不
存
候
得
共
当
六
月
大
区
長
ヨ
リ
出
勤
差
拍
居
候
様
承
知
致
シ
両
名
共

後
闇
キ
儀
無
之
認
訴
二
逢
ヒ
タ
ル
ニ
テ
有
之
ヘ
ク
ト
不
快
二
存
居
候
段
ハ

平
左
衛
門
ヨ
リ
追
々
承
リ
別
シ
テ
気
ノ
毒
二
存
居
然
二
同
郷
深
川
村
農
林

蔵
諏
訪
方
村
農
源
左
衛
門
其
涯
折
々
自
分
宅
へ
参
リ
平
左
衛
門
身
ノ
上
ノ

儀
ヲ
互
二
咄
合
ノ
上
同
人
ハ
農
民
共
何
ソ
ノ
人
費
二
難
渋
カ
リ
候
情
実
ヲ

通
達
シ
農
民
中
ノ
人
望
モ
有
之
早
ク
出
勤
有
之
度
モ
ノ
ト
各
村
二
於
テ
取

沙
汰
致
シ
候
者
モ
有
之
由
承
リ
候
二
付
農
民
共
ヲ
教
唆
シ
大
勢
ニ
テ
平
左

衛
門
出
勤
ノ
儀
ヲ
戸
長
方
へ
強
訴
致
サ
セ
候
ハ
将
明
同
人
ハ
素
ヨ
リ
宗
英

為
メ
ニ
モ
幸
二
有
之
ヘ
ク
目
論
ニ
テ
同
輩
高
牟
礼
東
太
儀
ハ
宗
英
実
兄
ニ

テ
平
左
衛
門
ト
ハ
懇
意
故
巧
ノ
主
意
相
談
二
及
ヒ
候
処
同
意
致
候
二
付
両

名
ヘ
モ
形
行
申
聞
置
東
太
倶
々
林
蔵
源
左
衛
門
へ
細
之
申
含
メ
各
村
触
廻

リ
人
数
ヲ
募
リ
辺
鄙
ノ
野
山
へ
集
会
同
意
致
サ
セ
戸
長
へ
強
訴
致
シ
若
シ

頓
着
致
サ
ス
候
ハ
幾
日
ニ
テ
モ
昼
夜
立
去
間
鋪
自
然
郷
内
騒
擾
将
明
候
時

機
立
至
ヘ
ク
ト
差
図
イ
タ
シ
置
候
処
同
八
月
十
三
日
昼
ヨ
リ
両
村
農
民
三

百
余
名
諏
訪
山
ト
唱
へ
候
所
へ
屯
集
イ
タ
シ
岩
崎
村
外
二
ヶ
村
寄
リ
来
ラ

ス
催
促
二
遣
タ
ル
者
両
名
戸
長
役
所
へ
曳
留
ラ
レ
候
由
追
々
注
進
致
候
ユ

ヘ
壮
年
ノ
者
三
四
十
名
棒
ヲ
用
意
イ
タ
シ
今
夜
自
分
宅
へ
馳
来
ヘ
ク
東
太

倶
々
引
列
シ
役
所
へ
押
入
両
名
ヲ
強
奪
列
帰
ヘ
ク
下
知
致
シ
候
処
三
十
余

名
銘
々
棒
ヲ
携
へ
馳
来
候
二
付
猶
評
議
二
及
余
リ
手
強
キ
所
業
二
有
之
ヘ

ク
ト
平
左
衛
門
ニ
モ
相
談
イ
タ
シ
候
処
其
儀
ハ
取
止
ム
ヘ
ク
ト
申
一
一
付
其

儘
人
数
ハ
屯
集
場
へ
差
戻
シ
置
左
候
テ
各
主
へ
取
次
戸
長
へ
強
訴
イ
タ
シ

候
得
ト
モ
頓
着
致
サ
ル
由
然
処
果
テ
郷
内
騒
キ
立
翌
十
四
日
夜
郷
校
人
数

取
押
へ
方
ト
シ
テ
出
張
ノ
風
説
承
リ
東
太
屯
集
場
へ
馳
行
一
同
へ
告
知
ラ

セ
防
禦
ノ
タ
メ
棒
ヲ
用
意
イ
タ
シ
居
候
様
申
聞
置
処
同
十
六
日
早
天
戸
長

共
壮
士
数
名
曳
列
屯
集
場
へ
差
越
候
二
一
同
恐
怖
イ
タ
シ
逃
去
林
蔵
ニ
ハ

取
押
ラ
レ
タ
ル
由
エ
ヘ
夫
形
罷
居
カ
タ
ク
様
子
聞
繕
ノ
タ
メ
東
太
同
道
庁

下
へ
差
越
問
屋
へ
相
着
居
候
処
御
詮
議
相
成
候
事

右
之
通
相
違
不
申
上
候
以
上

　
　
明
治
六
年
癸
酉
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
　
正
之

附
和
随
行

捕
縛
明
治
六
年
癸
酉
八
月
＋
七
日

党
類
六
人

鹿
児
島
県
貫
属
士
族
大
隅
国
噌
勝

郡
末
吉
郷
第
六
十
六
大
区
小
四
区

四
拾
七
番
地
所
居
住

　
高
牟
礼
平
蔵
長
男
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高
牟
礼
　
東
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
癸
酉
二
十
八
年
五
ケ
月

　
自
分
儀
白
尾
平
左
衛
門
ハ
親
友
宮
竹
宗
英
ハ
実
弟
ニ
テ
出
勤
差
拍
居
候

ヲ
気
ノ
毒
二
存
居
然
二
上
田
正
之
ヨ
リ
農
民
共
へ
申
含
メ
大
勢
ニ
テ
両
名

出
勤
ノ
儀
ヲ
戸
長
方
へ
強
訴
致
サ
セ
候
ハ
坪
明
両
名
幸
二
罷
成
ヘ
ク
ト
巧

ノ
主
意
承
リ
同
意
イ
タ
シ
林
蔵
源
左
衛
門
ヲ
教
唆
イ
タ
シ
強
訴
二
及
ハ
セ

郷
内
騒
立
候
労
ノ
始
末
正
之
申
口
通
候
事

右
之
通
相
違
不
申
上
候
以
上

　
　
明
治
六
癸
酉
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
牟
礼
　
東
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
児
島
県
貫
属
士
族
大
隅
国
噌
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
末
吉
郷
第
六
十
六
大
区
小
一
区

　
捕
縛
明
治
六
年
癸
酉
八
月
什
三
日
　
　
四
十
二
番
地
所
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
尾
平
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
癸
酉
四
十
年
六
ケ
月

　
自
分
儀
戸
長
相
勤
郷
校
掛
モ
承
知
致
シ
居
等
閑
二
存
候
訳
ニ
ハ
無
之
候

得
共
雑
務
繁
劇
二
取
紛
レ
自
然
郷
校
ノ
儀
不
頓
着
罷
在
且
勤
向
独
断
ニ
テ

自
儘
取
扱
致
シ
候
覚
ヘ
ニ
無
之
候
得
共
宮
武
宗
英
ハ
親
友
ニ
テ
自
分
発
言

ニ
テ
戸
長
寄
リ
推
挙
致
シ
タ
ル
事
候
処
兼
テ
何
ソ
ニ
付
同
役
中
又
ハ
郷
校

師
員
中
ノ
忌
譲
二
触
レ
居
候
儀
ハ
察
居
然
二
当
六
月
宗
英
一
緒
二
出
勤
差

拍
居
候
様
大
区
戸
ヨ
リ
承
知
致
シ
何
モ
後
闇
キ
儀
無
之
前
以
副
戸
長
ノ
内

又
ハ
郷
校
師
員
共
大
区
長
役
所
へ
出
頭
イ
タ
シ
候
儀
有
之
タ
ル
由
ユ
ヘ
何

ト
カ
謳
告
イ
タ
シ
タ
ル
ニ
モ
可
有
之
ト
推
計
リ
不
快
二
存
シ
宗
英
列
立
大

区
長
旅
宿
へ
差
越
自
分
共
儀
ヲ
副
戸
長
等
ヨ
リ
認
告
致
シ
タ
ル
ニ
テ
有
之

ヘ
ク
承
度
申
述
候
処
吟
味
ノ
訳
有
之
右
通
相
達
置
候
事
故
何
分
申
達
迄
ノ

間
差
拍
罷
在
候
様
尤
自
身
右
様
ノ
儀
ヲ
伺
出
ル
モ
ノ
ニ
無
之
段
叱
二
逢
ヒ

候
故
夫
成
罷
帰
リ
左
候
テ
不
快
ノ
情
実
上
田
正
之
へ
細
々
咄
聞
置
然
処
同

八
月
初
大
区
長
役
所
廃
止
支
庁
召
建
ラ
レ
就
テ
ハ
上
件
通
承
知
致
シ
候
迄

ニ
テ
子
細
相
分
サ
ル
故
庁
下
へ
差
越
承
合
度
宗
英
申
談
倶
々
戸
長
役
所
へ

出
頭
イ
タ
シ
含
ノ
次
第
承
居
呉
候
様
申
述
置
右
二
付
正
之
並
二
高
牟
礼
東

太
ヨ
リ
自
分
共
出
勤
ノ
儀
ヲ
各
村
農
民
共
へ
教
唆
シ
辺
鄙
ノ
場
所
へ
屯
集

シ
大
勢
ニ
テ
戸
長
方
へ
強
訴
致
サ
セ
候
ハ
郷
内
騒
擾
致
シ
博
明
ヘ
ク
ト
懇

切
二
承
リ
候
二
付
幸
二
存
シ
同
意
イ
タ
シ
両
名
奔
走
ノ
形
行
ハ
時
々
相
談

ニ
モ
預
リ
居
候
処
同
月
十
三
日
昼
ヨ
リ
諏
訪
方
村
深
川
村
農
民
共
数
百
名

諏
訪
山
へ
屯
集
昼
夜
会
議
致
シ
候
段
ハ
蔭
ニ
テ
承
居
他
村
募
ノ
タ
メ
遣
タ

ル
者
役
所
へ
曳
留
ラ
レ
候
ヲ
正
之
東
太
人
数
ヲ
曳
列
レ
押
入
強
奪
致
ス
ヘ

ク
企
ノ
段
承
リ
候
二
付
其
儀
ハ
差
留
置
候
労
ノ
次
第
ハ
正
之
申
口
通
ニ
テ

然
二
同
十
六
旦
戸
長
共
屯
集
場
へ
踏
入
魁
首
ノ
林
蔵
取
押
ラ
レ
附
随
人
数

ハ
散
々
逃
去
候
由
承
リ
何
レ
モ
将
明
カ
ス
候
故
宗
英
列
立
様
子
聞
繕
ノ
タ

メ
庁
下
へ
差
越
方
々
承
合
候
得
共
分
リ
兼
候
二
付
夫
成
帰
郷
イ
タ
シ
候
事

右
之
通
相
違
不
申
上
候
以
上

　
　
明
治
六
年
癸
酉
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
尾
平
左
工
門

鹿
児
島
県
貫
属
士
族
大
隈
国
噌
携
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捕
縛
明
治
六
年
癸
酉
八
月
什
三
日
　
　
郡
末
吉
郷
第
六
十
六
大
区
小
四
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
十
八
番
地
所
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
竹
　
宗
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
癸
酉
二
十
年
六
ケ
月

　
自
分
儀
戸
長
寄
リ
相
勤
居
当
六
月
白
尾
平
左
衛
門
一
緒
二
出
勤
差
拍
居

候
様
大
区
長
ヨ
リ
承
リ
何
ソ
後
闇
キ
儀
モ
無
之
案
居
候
処
平
左
衛
門
決
シ

テ
謳
告
二
逢
ヒ
タ
ル
ニ
テ
有
之
ヘ
ク
子
細
尋
問
ノ
タ
メ
大
区
長
旅
舎
へ
差

越
ヘ
ク
ト
申
二
任
セ
列
立
差
越
又
ハ
上
田
正
之
実
兄
高
牟
礼
東
太
ヨ
リ
自

分
共
儀
出
勤
ノ
儀
農
民
ヲ
教
唆
シ
大
勢
ニ
テ
戸
長
方
へ
強
訴
イ
タ
シ
郷
内

ヲ
騒
立
ツ
ヘ
ク
ト
ノ
巧
二
同
意
イ
タ
シ
農
民
数
百
名
屯
集
強
訴
致
シ
騒
擾

ノ
形
行
ハ
蔭
ニ
テ
承
居
其
外
ノ
次
第
平
左
衛
門
申
口
通
候
事

右
之
通
相
違
不
申
上
候
以
上

　
　
明
治
六
年
癸
酉
十
二
月
五
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
竹
　
宗
英

捕
縛
明
治
六
年
癸
酉
八
月
＋
六
日

鹿
児
島
県
大
隅
国
噌
勝
郡
同
郷
第
六

十
六
大
区
小
五
区
深
川
村
農
二
百
六

十
一
番
地
所
居
住

　
　
　
　
　
　
　
林
　
　
　
蔵

　
　
　
　
　
当
癸
酉
三
十
七
年
五
ケ
月

同
県
同
郡
同
郷
同
大
区
小
四
区
諏
訪

方
村
農
二
百
七
番
地
所
居
住
蔵
右
工

門
長
男

　
捕
縛
明
治
六
年
癸
酉
八
月
＋
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
源
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
癸
酉
二
十
四
年
十
ケ
月

　
自
分
共
儀
白
尾
平
左
衛
門
宮
竹
宗
英
出
勤
差
拍
居
候
一
件
二
付
上
田
正

之
高
牟
礼
東
太
ヨ
リ
各
村
農
民
共
申
合
出
勤
ノ
儀
ヲ
大
勢
ニ
テ
戸
長
方
へ

強
訴
致
ヘ
ク
申
進
メ
候
ユ
ヘ
平
左
衛
門
儀
ハ
兼
テ
贔
屓
二
存
居
候
事
ユ
ヘ

深
川
村
農
新
太
ヘ
モ
申
聞
同
意
致
サ
セ
郷
内
五
ケ
村
へ
遮
テ
評
議
二
及
ヒ

度
儀
有
之
一
同
尽
夜
三
四
日
居
通
ノ
支
度
ニ
テ
諏
訪
山
へ
馳
集
ヘ
ク
若
シ

遅
疑
イ
タ
シ
候
者
ヘ
ハ
出
銀
ヲ
掛
ヘ
ク
ト
触
廻
リ
候
処
当
八
月
十
三
目
昼

ヨ
リ
諏
訪
方
村
深
川
村
ヨ
リ
馳
集
候
人
員
三
百
余
名
二
相
及
外
三
ケ
村
ハ

寄
リ
来
ラ
ス
評
議
央
名
主
共
戸
長
差
図
ノ
由
ニ
テ
何
ユ
ヘ
大
勢
屯
集
致
シ

候
哉
子
細
申
出
ヘ
ク
ト
ノ
事
候
二
付
訴
訟
筋
有
之
五
ケ
村
集
会
ノ
上
ナ
ラ

テ
ハ
主
意
申
述
カ
タ
ク
申
聞
置
夜
通
二
罷
在
候
処
翌
十
四
日
又
々
名
主
ヨ

リ
訴
訟
筋
取
次
ヘ
ク
ト
強
テ
申
二
付
平
左
衛
門
等
出
勤
差
拍
居
同
人
儀
ハ

農
民
共
兼
テ
何
ソ
ノ
人
費
二
難
渋
カ
リ
候
事
情
ヲ
能
ク
汲
受
候
人
ユ
ヘ
出

勤
ノ
儀
ヲ
訴
出
ヘ
ク
ト
ノ
主
意
申
聞
置
候
処
同
人
共
儀
ハ
大
区
長
ヨ
リ
承

知
ノ
事
ニ
テ
戸
長
前
ニ
テ
取
捌
出
来
兼
自
ラ
子
細
相
分
ヘ
ク
候
二
付
一
同

退
散
致
ス
ヘ
ク
承
候
得
共
最
初
ヨ
リ
強
情
二
募
リ
郷
内
騒
カ
セ
候
ハ
将
明

可
ク
ト
ノ
巧
ユ
ヘ
不
聞
入
左
候
テ
他
村
へ
人
数
催
促
ノ
タ
メ
遣
候
者
両
名

戸
長
役
所
へ
引
留
ラ
レ
候
儀
二
付
正
之
東
太
差
図
ニ
ヨ
リ
夜
中
役
所
へ
押

入
両
名
ヲ
強
奪
致
ス
ヘ
ク
相
企
候
労
ノ
次
第
正
之
申
口
通
ニ
テ
然
処
同
十

六
日
早
天
戸
長
共
人
数
引
列
屯
集
場
へ
差
越
候
二
付
取
押
方
ニ
テ
有
之
ヘ

ク
一
同
恐
怖
イ
タ
シ
逃
出
候
ヲ
林
蔵
ニ
ハ
其
場
ニ
テ
取
押
ヘ
ラ
レ
源
左
衛

門
其
他
ノ
人
数
ハ
散
々
宿
所
へ
走
帰
リ
潜
居
又
ハ
一
旦
近
村
へ
相
逃
居
候
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者
モ
有
之
侯
事

　
　
明
治
六
年
癸
酉
十
二
月
五
日

深
川
村
農
新
太
事
逃
亡
干
今
行
方
不
相
知
候

林
　
　
　
蔵

源
左
工
門

後
註

（
1
）
（
2
）
　
司
法
省
内
に
は
．
慶
応
四
年
三
月
十
五
日
、
太
政
官
布
告
「
何
事
二

　
由
ラ
ス
宜
シ
カ
ラ
サ
ル
事
二
大
勢
申
合
セ
候
ヲ
徒
党
ト
唱
へ
徒
党
シ
テ
強
テ
願

　
ヒ
事
企
ル
ヲ
強
訴
ト
イ
ヒ
…
…
若
類
ノ
儀
之
レ
ア
ラ
ハ
早
々
其
筋
ノ
役
所
へ
申

　
出
ヘ
シ
（
下
略
）
」
の
禁
制
に
ふ
れ
る
行
為
で
あ
る
か
ら
違
制
す
な
わ
ち
改
定
律

　
例
第
二
八
七
条
「
凡
制
二
違
フ
者
ハ
懲
役
百
日
軽
キ
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
」
の
条

　
を
適
用
す
ぺ
し
と
の
見
解
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
中
判
事
青
木
信
寅
の
提
議
で
、

　
明
法
寮
大
法
官
水
本
成
美
の
意
見
を
徴
し
た
と
こ
ろ
、
水
本
の
見
解
は
改
定
律

　
例
第
一
五
三
条
の
兇
徒
聚
衆
の
条
を
適
用
す
べ
し
と
い
う
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

　
れ
る
。
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後
記
　
本
稿
起
草
に
際
し
．
山
田
忠
雄
氏
（
慶
鷹
志
木
高
）
．
中
山
勝
君
、

根
本
敬
彦
君
の
援
助
を
う
け
た
。
記
し
て
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
月
二
十
日
稿
）


